
1　事業の概要

①　成果目標（H27)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施
今後、事業
をどのよう
にしていき
たいか

審議会の審議・調査を継続し、現地機関の組織体制を中心とした県の行政機構のあり方について平成28年度中に答申を受ける。

目標に対
する成果
の状況

 概算事業費（B（A）+C） 18,082 0 17,573 16,552

0 16,552

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

予
算
額

前年度繰越

概　算
人件費

2.00 2.00 2.00

16,516

1,566 1,021

16,552

成果目標の達成状況

項目

区　　分（単位：千円） 25年度 26年度

合計（A)

2,643

0 1,873

1,873 1,598

2,643 1,598

達成状況当初予算

1,873 1,021 1,598

1,5981,873 1,021

目指す姿

現状
（予算編成

時）

県民との協働による実施： 今後実施予定

当審議会の答申に基づき、地域振興施策の効果的な展開や、自主性・主体性の強化、住民の利便性の確保が図られるよう、現地機関の
組織体制等を構築し、「確かな暮らしが営まれる美しい信州」の実現を目指す。

・平成26年４月に実施した本庁組織の改正を踏まえ、本庁との業務のつながりにも留意しながら現地機関の体制を検討することが必要。
・また、前回の現地機関見直し（平成21年4月）から6年が経過し、社会経済情勢や県民ニーズの変化に対応していくための現地機関の体
制の検討が必要。

実施期間 H27 ～

合計

県が関与
する理由

県でなければ実施不可（その他）
【左記の説明、根拠法令等】

県の内部組織の編成は知事の権限である。
また、条例で長野県行政機構審議会では県の行政機構の合理化に関する重要事項について調
査審議することとされている。
根拠法令等：地方自治法１５８条、長野県行政機構審議会条例

成果目標・
事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H27事業実績
H27 H28

（当初） （決算） （当初）

知事諮問事項に対する、調査
審議

直接
審議会を４回開催し、地域の課題に対して主体的かつ
総合的に取り組むことのできる現地機関の組織体制の
あり方などについて調査・審議を行った。

しあわせ信州創造プランの方向性に沿った現地機関組織のあり方等について、審議・調査を行う。

H28

27年度 28年度

0

Ｈ27 H28
目標

H26末
（実績） 目標 成果

事業番号 ０３ １０ ０２ 事業改善シート （27年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 長野県行政機構審議会運営事業 担
当
課

部局 総務部

課・室 行政改革課

総合５か年
計画

プロジェクト  E-mail gyokaku@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

補正予算

Aの
財源

0 0 0

2,643 1,873 1,598

mailto:gyokaku@pref.nagano.lg.jp

